
公共工事の発注における入札金額の内訳及

び工期又は請負代金額に影響を及ぼす事象

に関する情報の通知に係る取扱いについて 

 

令和８年１月  

 

建設工事等競争入札参加資格者  各位  

 

岩見沢市総務部契約検査管理課  

岩見沢市が発注する建設工事について、建設業法等の一部改正に伴い、入札

時の積算内訳書への記載事項の明示及び、工期又は請負代金額に影響を及ぼす

事象が発生するおそれのある場合に、その旨を発注者に通知する取扱いを定め

ましたので、お知らせします。  

記 

１ 積算内訳書への記載事項について  

従来の工事区分・工種・種別に次の項目及び積算額を明示すること。  

（１）材料費  

（２）労務費  

（３）法定福利費の事業主負担額  

（４）建退共制度の掛金  

（５）安全衛生経費  

 

※１ 宛名（岩見沢市長）、日付、業者名等、工事名称、総額（税抜）について    

も記載が必要です。  

※２ 参考として、積算内訳書の見本 Excel を添付します。  

 （見積書様式の参考としてください）  

国土交通省 労務費に関する基準ポータルサイト  

https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/g-men 



２ 工期又は請負代金額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について  

（１）対象  

契約検査管理課で契約する全ての工事のうち、工期又は請負代金の額に

影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認められる場合。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通知方法  

落札決定通知日（随意契約の場合は見積合わせを行った日）から契約締

結日までの間に、別記様式による通知書を契約検査管理課へ提出してくだ

さい。契約書と同時の提出でも構いません。  

 

 （３）その他  

・当該事象発生のおそれが認められない場合、提出の必要はありません。 

・通知が提出された場合でも、契約変更を約束するものではありません。  

・契約前に通知が提出されていない場合でも、必要な場合は従前どおり  

契約変更等について協議してください。  

３ 適用開始日（予定）  

令和８年３月１日以降の公告・指名通知・見積依頼通知から適用を予定

しております。  

事業者各位におかれましては、準備をお願いいたします。  

 

 

 

 

 

※工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象  

建設業法施行規則第１３条の１６第２項で定める、天災その他自然的

又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰す

ることができない以下のもの。  

①主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰  

（国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰など）  

②特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰  

（震災の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足など）  



（例）
土木工事

　　年　　月　　日

岩見沢市長　様

所　在　地

商号又は名称

代表者　氏名

工事名　： 〇〇〇〇工事

単位 数量 単価（円）

式 1

式 1

式 1

m3 10,000

…

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

注）本内訳書は、第１回の入札に際し提出を求めるものである。

注）発注者が提示する本工事の数量総括表の工種、種別、細別に対応して単価、数量、金額を記入するものとする。

注）工事費内訳書工事価格と入札書記載金額は一致していること。

　共通仮設費（率計上）

工  事  費  内  訳  書

工事区分・工種・種別・細別

道路改良

　道路土工

　　掘削工

　　　掘削

金額（円）

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

工事費計

規格

純工事費

　現場管理費

　　うち法定福利費の事業主負担額

　　うち建退共制度の掛金

工事原価

　うち安全衛生経費

　　　…

直接工事費

　うち材料費

　うち労務費

共通仮設費



（例）
建築工事

　年　　月　　日

岩見沢市長　様

所　在　地

商号又は名称

代表者　氏名

〇〇〇〇工事

工事内訳

数量 単位 金額（円）

1 式

1 式

1 式

式

式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式工事価格

　　　計

　　工事原価のうち安全衛生経費

　一般管理費等

　　うち建退共制度の掛金

　　工事原価のうち現場労働者の法定福利費の

　　事業主負担額

　共通仮設費

　現場管理費

共通費

　うち労務費

　　　計

直接工事費

　うち材料費

工  事  費  内  訳  書

名称 備考

工事名　：



（例）
建築工事

直接工事費　種目別内訳

摘要 数量 単位 金額（円）

構造、規模、新築 1 式

新設 1 式

新設 1 式

新設 1 式

新植 1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

注）　工事費内訳書工事価格と入札書記載金額は一致していること。

一般管理費等

　　　計

合計（工事価格）

消費税等相当額

総合計（工事費）

　工事原価のうち安全

　衛生経費

　うち建退共制度の

　掛金

共通費

　共通仮設費

　現場管理費

　工事原価のうち現場

　労働者の法定福利費

　の事業主負担額

　Ⅳ　屋外排水

　Ⅴ　植栽

　　　計

直接工事費

　Ⅰ　庁舎

　Ⅱ　囲障

　Ⅲ　構内舗装

備考名称



（ 別 記 様 式 ）  

 

   年   月   日  

 

岩 見 沢 市 長   様  

 

所  在  地                

  受 注 者   名     称                

      代 表 者 名                   

 

通  知  書  
 

下 記 の と お り 、 建 設 業 法 第 2 0 条 の 2 第 2 項 に 基 づ き 、 発 生 す る お そ れ

が あ る と 認 め る 工 期 又 は 請 負 代 金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 に 関 す る 情 報

を 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

工 事 番 号 ：        

工 事 名 ：                      

 

□  主 要 な 資 機 材 の 供 給 の 不 足 若 し く は 遅 延 又 は 資 機 材 の 価 格 の 高 騰  

（ 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 16 第 2 項 第 1 号 ）  

 

発 生 す る お そ れ の あ る 事 象 ※  

                                                               

（ 例 ） 国 際 的 な 石 炭 価 格 上 昇 に 伴 う コ ン ク リ ー ト 価 格 の 高 騰  

 

上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先  

                                                     

（ 例 ） 報 道 等 の  U R L を 記 載 又 は フ ァ イ ル を 別 添  

 

□  特 定 の 建 設 工 事 の 種 類 に お け る 労 務 の 供 給 の 不 足 又 は 価 格 の 高 騰  

（ 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 16 第 2 項 第 2 号 ）  

発 生 す る お そ れ の あ る 事 象 ※  

                                                       

（ 例 ） ○ ○ 地 震 の 復 旧 工 事 の 本 格 化 に よ る 交 通 誘 導 員 の 不 足  

 

上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先  

                                                    

（ 例 ） 報 道 等 の  U R L を 記 載 又 は フ ァ イ ル を 別 添  

 



※ 天 災 そ の 他 自 然 的 又 は 人 為 的 な 事 象 に よ り 生 じ る 発 注 者 と 受 注 者 の 双

方 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い も の を 記 載  

そ の 他 連 絡 事 項 （ 空 欄 可 ）  

（ 自 由 記 述 ： 上 記 の ほ か 工 期 等 に 影 響 を 与 え る こ と が 想 定 さ れ る 情 報 等 ） 

 

 

 

 

 

（ 注 ）  

１   本 通 知 書 は 、 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 16 第 2 項 第 1 号 及 び 2

号 に 規 定 す る 事 象 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き に 提 出 す

る も の で あ り 、 当 該 事 象 の 発 生 す る お そ れ が 認 め ら れ な い 場 合 は 、

提 出 を 求 め る も の で は な い 。  

 

２   本 通 知 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 落 札 決 定 （ 随 意 契 約 の 場 合 に あ っ て  

は 、契 約 の 相 手 方 の 決 定 ）か ら 契 約 締 結 ま で に 提 出 す る も の と す る 。  

 

３  「 上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先 」 欄 に お い て  

は 、 受 注 予 定 者 の 通 常 の 事 業 活 動 に お い て 把 握 で き 、 メ デ ィ ア 記  

事 、 資 材 業 者 の 記 者 発 表 あ る い は 公 的 主 体 や 業 界 団 体 な ど に よ り  

作 成 ・ 更 新 さ れ た 一 定 の 客 観 性 を 有 す る 統 計 資 料 等 に 裏 付 け ら れ  

た 情 報 を 用 い る こ と 。（ 一 の 資 材 業 者 の 口 頭 の み に よ る 情 報 な ど 、  

真 偽 を 確 認 す る こ と が 困 難 で あ る 情 報 は 除 か れ る こ と に 留 意 す  

る こ と 。）  

 

４  本 通 知 書 に よ り 通 知 し た 事 象 が 契 約 締 結 後 に 顕 在 化 し た 場 合 は 、

建 設 業 法 第 2 0 条 の 2 第 3 項 に よ り 、 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て の 協

議 を 受 注 者 か ら 発 注 者 に 対 し て 申 し 出 る こ と が で き る が 、当 該 協 議

に つ い て は 、本 件 工 事 の 請 負 契 約 の 規 定 等（ ス ラ イ ド 条 項 の 運 用 基

準 等 を 含 む 。）に 基 づ き 対 応 を 行 う も の で あ る こ と に 留 意 す る こ と 。 

 

５  本 通 知 書 を 提 出 し て い な い 場 合 で あ っ て も 本 件 工 事 の 請 負 契 約 の   

規 定 に 基 づ き 、請 負 契 約 の 変 更 に つ い て 発 注 者 に 対 し て 受 注 者 か ら    

協 議 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  


